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１人１台端末を効果的に活用した
個別最適な学びと協働的な学びの実現に向けた授業改善
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本日の内容

（１）学習指導要領の趣旨

（２）学校教育の情報化とICT活用

（３）個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

（５）協議・演習

（４）山田指導教諭の発表



学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

「生きる力」の理念の具体化
【幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善及び必要な方策等について（H28.12.21答申）】

第１部 学習指導要領改訂の基本的な方向性
第３章「生きる力」の理念の具体化と教育課程の課題
○新しい学習指導要領等には、各学校がこうした教育課程の検討・改善や、
創意工夫にあふれた指導の充実を図ることができるよう、「生きる力」とは何か
を資質・能力として具体化し、教育目標や教育内容として明示したり、教科等
間のつながりがわかりやすくなるよう示し方を工夫したりしていくことが求められる。

「生きる力」とは何かを、資質・能力として
具体化

各学校における教育課程の検討・改善と、
指導の充実

【学習指導要領】
◆すべての教科等の目標・内容を資質・能
力の３つの柱で再整理

◆カリキュラム・マネジメントの充実
◆主体的・対話的で深い学びの視点からの
授業改善

主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習得
など、新しい時代に求められ
る資質･能力を育成

知識の量を削減せず、質の高
い理解を図るための学習過程
の質的改善

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共」の
新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を構造
的に示す

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性の涵養 何が身に付いたか
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何を学ぶか

何ができるようになるか 何が身に付いたか

実施するために何が必要か

子供の発達を
どのように支援するか

第１ 小学校教育の基本と
教育課程の役割

第４ 児童の発達の支援

学習指導要領総則の構造とカリキュラム・マネジメント

第３ 教育課程の実施と学習評価

第２ 教育課程の編成

どのように学ぶか

第３ 教育課程の実施と
学習評価

第５ 学校運営上の配慮事項

教育活動の充実・改善

個に応じた指導

家庭・地域との連携・協働

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

https://www.mext.go.jp/content/20210126-
mxt_syoto02-000012321_2-4.pdf

https://www.mext.go.jp/content/21033
0-mxt_kyoiku01-000013731_09.pdf
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【目次】
１．本資料作成の趣旨

２．育成を目指す資質・能力と個別最適な学び・協働的な学び
（１） 2030 年の社会と育成を目指す資質・能力
（２） 学校教育の情報化
（３） 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実
（４） カリキュラム・マネジメントの充実

３．教育課程の編成
（１） 各学校の教育目標と教育課程の編成
（２） STEAM 教育等の教科等横断的な学習の推進
（３） 授業時数の取扱い

４．教育課程の実施と学習評価
（１） 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
（２） 「指導と評価の一体化」の考え方に立った学習評価の改善

５．児童生徒の発達の支援
（１） 発達の段階を踏まえた指導の充実
（２） キャリア教育の充実
（３） 個に応じた指導の充実
（４） 障害のある児童生徒への指導
（５） 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する指導

６．学校運営上の留意事項
（１） 教育課程の改善
（２） 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

（１） 2030 年の社会と育成を目指す資質・能力

これからの学校には、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の児童が、
自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様
な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な
社会の創り手となることができるようにすることが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化
するのが、各学校において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには、よりよい学校教育を通して

よりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどの
ように学び、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社
会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要と
なる。

（小学校学習指導要領 前文）

◆社会の変化は加速度を増し、複雑で予測困難→受け身では難しい時代に
◇変化を前向きに受け止める
◇人間ならではの感性を働かせてより豊かなものにする
◇現在では思いもつかない新しい未来の姿を構想し実現する

（平成28年答申）
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教育課程編成の原則

各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すとこ
ろに従い、児童（生徒）の人間として調和のとれた育成を目指し、児童（生徒）の
心身の発達の段階や特性（等、課程や学科の特色）及び学校や地域の実態を十分
考慮して、適切な教育課程を編成するものとし、これらに掲げる目標を達成するよう教
育を行うものとする。（学習指導要領総則第１の１）

関連する学習指導要領の規定
□児童生徒の人間としての調和のとれた育成を目指す
・知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成（総則第１の２）
・そのための資質・能力の三つの柱のバランスのとれた育成（総則第１の３）

□児童生徒一人一人の実態に応じる
・個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努める（総則第１の２（１））
・児童生徒の発達の支援（総則第４）→個に応じた指導

□適切な教育課程の編成と実施
・教育課程の編成（総則第２）
・教育課程の実施と学習評価（総則第３）→主体的・対話的で深い学び、情報環境の整備と適切な活用

□カリキュラム・マネジメントの充実（総則第１の４）

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

児童生徒の発達の支援（学習指導要領総則第４）

１ 児童の発達を支える指導の充実
教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。

(4) 児童が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容
を確実に身に付けることができるよう、児童や学校の実態に応じ、個
別学習やグループ別学習、繰り返し学習、学習内容の
習熟の程度に応じた学習、児童の興味・関心等に応じ
た課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活
動を取り入れることや、教師間の協力による指導体制を確保することなど、指
導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実
を図ること。その際、第３の１の(3)に示す情報手段や教材・教
具の活用を図ること。



（２）学校教育の情報化
第２の２の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報

通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切
に活用した学習活動の充実を図ること。（学習指導要領総則第３の１（３））

GIGAスクール構想

◇学習指導要領の趣旨が十分に生
かされるようにすることが最も重要

◇習得・活用・探究という学習過程
の中でICTの効果的な活用の方
法を模索

◇家庭における学習との効果的な
連携の視点をもつ

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

学校におけるICT活用に際しての留意点

ICTを活用することが目的化してしまわないよう留意
教育効果を考えながら有効に活用

日常的な活用により予想しなかった形で児童生徒の可
能性が引き出されることも

教職員の協働による創意工夫を生かして活用

管理職が教職員の協働をリードする

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実



児童生徒による
日常的な活用促進

教科等での
効果的な活用

◇学習指導要領に示す資質・能力の育成

◇資質・能力の育成に向けた、単元や題材
など内容や時間のまとまりごとの主体的・対
話的で深い学びの視点からの授業改善

上記の一環としてのICTの効果的な活用

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

資質・能力

ICT活用

教育効果 教職員の協働

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

※地域間、学校間、教員間の差が生じている現状



（３）個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

これからの学校には、こうした教育の目的及び目標の達
成を目指しつつ、一人一人の児童が、自分のよ
さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価
値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しなが
ら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓
き、持続可能な社会の創り手となることができるよう
にすることが求められる。

（学習指導要領 前文）

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

○ 全ての子供に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、思考力・判断力・表現力等や、自ら学習を調整し
ながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するためには、教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うこ
となどで効果的な指導を実現することや、子供一人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・
教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどの「指導の個別化」が必要である。

○ 基礎的・基本的な知識・技能等や、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資
質・能力等を土台として、幼児期からの様々な場を通じての体験活動から得た子供の興味・関心・キャリア形成の
方向性等に応じ、探究において課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を行う等、教師が子供一人
一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子供自身が学習が最適となるよう調整す
る「学習の個性化」も必要である。

○ 以上の「指導の個別化」と「学習の個性化」を教師視点から整理した概念が「個に応じた指導」であり、この「個に
応じた指導」を学習者視点から整理した概念が「個別最適な学び」である。

○「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥らないよう、これまでも「日本型学校教育」において重視されてきた、探究
的な学習や体験活動などを通じ、子供同士で、あるいは地域の方々をはじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる
他者を価値のある存在として尊重し、様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができ
るよう、必要な資質・能力を育成する「協働的な学び」を充実することも重要である。

○ 「協働的な学び」においては、集団の中で個が埋没してしまうことがないよう、「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向けた授業改善につなげ、子供一人一人のよい点や可能性を生かすことで、異なる考え方が組み合わさり、よりよ
い学びを生み出していくようにすることが大切である。「協働的な学び」において、同じ空間で時間を共にすることで、
お互いの感性や考え方等に触れ刺激し合うことの重要性について改めて認識する必要がある。

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）令和３年１月２６日中央教育審議会
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指導の
個別化

学習の
個性化協働

個に応じた指導 互いに学び合う 多様な人々との協働 興味・関心、自分の目標等

これまでも取り組んできた、一人ひとりに応じた指導

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実



資質・能力一人ひとりに応じた
学習・協働

【子供の多様性】
・特別な支援が必要
・特定分野に特異な才能

・一人ひとりの興味・関心
・技能の差
・理解度
・学び方の方略の違い 等

ICT活用

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

・単元目標、指導と評価の計画作成
・評価規準の具体化
・つまずきの見取りと支援 等

学習指導要領の趣旨 学校教育の情報化とICT活用 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

単元構想

単元の目標の実現（資質・能力の三つの柱のバランスの取れた育成）

ゴール（到達点）
明確化

目的

手段
手立て

第５時

第１時

第３時

第２時

第４時

第〇時

個別最適な学び
協働的な学び

個別最適な学び
協働的な学び

ICT活用



久保実践にみる「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」 佐伯市立上堅田小学校

指導の個別化 学習の個性化協働

【一人ひとりがもつ課題】
◆自分のことをもっとよく知ってもらうための
言語活動
・名前、 ・好きな人・もの・こと、誕生日 等
→話す内容の具体化（シンキングタイム）

◆好きなことを詳しく、会話しているように、
話す順番に気を付けて 等

【自分の状態の把握】
◆動画で自己紹介を録画
◆振り返りで自分の伸びや成長を自覚

【疑問や課題をみんなで解決】
◆困っていること、分からないこと等の共有
→適切な表現をともに考える

【ペアワーク】
◆自分のことをもっとよく知ってもらえる自己紹
介になっているか、互いに聞き合う
改めて、よりよい表現に気付く

【意図的な指導】
◆よりよい表現に気付くことができるような
動画の視聴

◆デジタル教科書の活用によって
適切な表現へと高める

【個に応じた指導】
◆子どもの学習状況を見取り、必要な支援
を行う

支持的風土

Baseball player!

シンキングタイム・中間指導・Activityを組み合わせながら

令和４年度 佐伯教育事務所第２回地域授業改善協議会 【協議・演習】

ICT活用の特性・強みや各教科等の特質を踏まえ、
資質・能力の育成に向かう１人１台端末の活用



協議・演習のゴールイメージ

ICT活用の特性・強みや各教科等の特
質を踏まえ、資質・能力の育成に向かう
１人１台端末の活用についての協議・演習
を通して、単元構想（指導計画）に基づ
いたICT活用の目的・場面・活用方法の
具体を共有し、２学期以降の実践の充実につ
なげる。

協議・演習の進め方

①単元の指導計画を確認する

②単元の指導計画にICT活用場面を書き込む
・育成を目指す資質・能力を確認する
（単元の評価規準）

・ICT活用の特性・強み、各教科等の特質を踏まえる
・ICT活用参考事例を参照する
・個別最適な学び、協働的な学びが実現可能な
場面を想定する（⇒学習の個性化の視点）

③単元計画を交流する（⇒後日送付）



できあがりイメージ
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①日時の観点や場所の観点などからデータを分類
整理し、簡単な二次元の表に表したり読んだりし
ている。

②棒グラフで表すと、数量の大小や差が捉えやすく
なることなど、棒グラフの特徴やその用い方を理解
している。

①データをどのように分類整理すればよいかについて、
解決したい問題に応じて観点を定めている。

②身の回りの事象を棒グラフに表し、特徴や傾向
を捉え考えたことを表現したり、複数のグラフを比
較して相違点を考えたりしている。

①進んで分類整理し、それを表や棒グラフに表して
読み取るなどの統計的な問題解決のよさに気付
き、生活や学習に活用しようとしている。

●メモリの大きさの違う棒
グラフを大型モニタに提
示し、比較して見いだし
た相違点を書いたり説
明したりする。

（思・判・表②）

○交通量調査を行い動
画で記録し、表に整理
して棒グラフに表す。

（知・技①）

○調査した項目について、
結果を表計算ソフトに
まとめ、棒グラフを作成
する。（知・技①）

●棒グラフを大型モニタに提示して、その特徴を話し合
う。（知・技②）

●教師が使う
○児童生徒が使う

「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終まとめ （平成28年7月28日）より

①多様で大量の情報の取扱い、容易な試行錯誤

②時間的制約を超えた情報の蓄積、過程の可視化

③空間的制約を超えた相互かつ瞬時の情報共有（双方向性）

・ウェブブラウザによる情報収集、表計算ソフトによるデータ等の整理・分析、試行錯誤の
繰り返し など

・写真や動画の撮影、保存による学習過程の可視化、振り返りや目標設定への反映 など

・ウェブ会議機能、ファイル共有機能等による他の学校、地域や海外との交流
・ウェブ会議機能等による他者との意見共有、比較検討、合意形成、協働制作 など

ICT活用の特性・強み



各教科等の特質を踏まえたICT活用

主な学習過程とICT活用
のポイント、事例の概要

ICT活用のメリット、配慮事項、
活用した機能

アンケート入力にご協力ください 第３回（R4.11.28）予告

第３回地域授業改善協議会

１ 期日 令和4年11月28日（月）
13:30～16:30

２ 会場 佐伯総合庁舎４階大会議室

３ 内容
(1) 発表・協議

・１人１台端末を活用した実践交流
・今後の単元における１人１台端末活用について

(2) 講義
・GIGAスクール構想のもとでの１人１台端末の活用について
【講師】鳴門教育大学 准教授 泰山 裕 氏

4 対象者
管内小・中学校の採用４～７年目の教員（各校１名）

※該当者がいない場合は、教員１名


